
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について 

 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の要件に該当する方は、申請により保険料が減

免となる場合があります。 

 

対象者 

１ 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を

負った方 

 
２ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の

方で、当該生計維持者が以下の①～③の全てに該当する方 

①事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが令和４年に比べて１０分の３

以上減少する見込みであること 

②令和４年の合計所得金額が１，０００万円以下であること 

③収入減少が見込まれる①の収入以外の令和４年の合計所得金額が４００万円以下である

こと 

 

減免額 

対象者１に該当する場合・・・全額免除 

 

対象者２に該当する場合・・・一部を減額又は免除 

【表１】で算出した対象保険料額に、【表２】の世帯の主たる生計

維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて

得た額 

 
＜減免額の計算式＞ 対象保険料額(A×B/C）×減額又は免除の割合(D）＝保険料減免額 

 
【表１】 

対象保険料額＝A×B/C  

A：同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額 

B：世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和４年の所得金

額 

（減少することが見込まれる事業収入等が２以上ある場合はその合計額） 

C：世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する被保険者につき算定した令和４年の合計所

得金額 

 
【表２】 

世帯の主たる生計維持者の令和４年の合計所得金額 減額又は免除の割合（D） 

３００万円以下 全部（１０分の１０） 

４００万円以下 １０分の８ 

５５０万円以下 １０分の６ 

７５０万円以下 １０分の４ 

１，０００万円以下 １０分の２ 

（注）世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の

前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除。 



減免の対象となる保険料 

１ 令和４年度相当分の保険料であって、令和５年３月３１日までに資格を取得したこと等によ 

り同年４月１日以降に普通徴収の納期限が到来する保険料 

 
２ 既に納付済の保険料の減免 

減免対象期間中に既に納付した保険料があるときは、納付前に減免の申請が出来なかったや

むを得ない理由がある場合は遡って減免することができます。 

 

申請方法 

申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せてお住まいの市町村の後期高齢者医療担当課へ

提出してください。 

 
※申請には、申請書のほか、対象者１に該当する場合は、医師による死亡診断書等、対象者２

に該当する場合は、収入見込申告書、給与明細書、帳簿等の添付書類が必要となります。 

 

申請期限 

令和５年５月３１日まで 

 

手続き、問い合わせ 

申請に関する問い合わせは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課までお願いします。 


	対象者
	減免額
	減免の対象となる保険料
	申請方法
	申請期限
	手続き、問い合わせ

